
『社会保険未加入対策』 

下請契約後、下請負人が社会保険等未加入建設業者であったことが 

発覚した場合のフロー図 

 

   受注者は、下請契約を締結する前に社会保険等加入状況を確認した上で、下請契約を行う必要が

あるが、もし、下請負人が契約後社会保険等未加入建設業者であったことが発覚した場合、下記の

フローに基づき、対応することになる。 

 

 

 

 

 

下請契約業者が社会保険未加入建設業者であったことが発覚 

社会保険等未加入状況報告書（様式３） 

を工事担当課へ提出 

事実を工事担当課へ速やかに報告 

期限内に社会保険等への加入状況に係る確認書類の提出について（様式４） 

を工事担当課に提出する。 

期限内に確認書類を提出 
期限内に確認書類を 

提出できない。 

契約違反 

入札参加停止（４ヶ月） 
処分なし 

受注者は、下請業者に加

入指導し、社会保険等に

加入手続きをさせる。 

 

【期限】発覚後 

1次下請 30日 

2次以下の下請 60日以内 


